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は
じ
め
に

　

中
江
兆
民
は
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
（Jean=Jacques R

ousseau

）

のD
u C

ontrat Social ou Principes du droit politique

（
以
下
、
『
社
会
契
約

論
』
）
を
二
度
翻
訳
し
て
い
る
。
一
度
目
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
か
ら
の
帰
国
直
後
、

官
職
に
就
き
な
が
ら
和
文
で
訳
出
し
た
「
民
約
論
」
（
明
治
七
年
）
で
あ
り
、

二
度
目
は
明
治
一
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
連
載
さ
れ
、
自
身
の
解
説
も
付
し

た
漢
文
体
の
『
民
約
訳
解
』
（
以
下
、
『
訳
解
』
）
で
あ
る
。
と
も
に
第
二
編
第

六
章
（D

e la Loi　

法
に
つ
い
て
）
ま
で
の
部
分
訳
で
あ
る
「
民
約
論
」
と
『
訳

解
』
は
、
文
体
の
み
な
ら
ず
訳
文
に
お
い
て
も
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ

の
一
つ
は
、
前
者
で
は
十
分
に
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
（
と
い
う
よ
り
原
著
に
忠

実
で
あ
っ
た
）
、
「
討
議
」
（délibération

）
の
観
念
が
、
後
者
で
は
よ
り
深
化

し
た
か
た
ち
で
再
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
１
）

。
た
し
か
に
ル
ソ
ー
に
お
い

て
も
討
議
は
軽
視
さ
れ
な
い
営
為
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
一
般
意
志
（volonté 

générale

）
の
成
立
に
あ
た
り
、
「
立
法
者
」
（Législateur

）
の
要
請
が
討
議
の

契
機
を
後
退
さ
せ
た
よ
う
に
、
人
々
に
よ
る
対
等
な
議
論
は
結
局
無
意
味
な
行

為
に
堕
す
る
。
そ
の
一
方
で
兆
民
は
、
『
訳
解
』
に
お
い
て
多
様
な
意
見
を
有

す
る
人
々
に
よ
る
「
討
議
」
を
重
視
し
、
「
公
志
」
（volonté générale

）
が
獲

得
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
『
社
会
契
約
論
』
で
曖
昧
に
さ
れ
て
い

た
一
般
意
志
と
討
議
の
関
係
が
、
「
民
約
論
」
か
ら
よ
り
一
層
大
胆
に
意
義
づ

け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
「
立
法
者
」
を
本
格
的
に
論
じ
る
章
の
直
前
で

筆
を
擱
い
た
兆
民
に
と
っ
て
「
立
法
者
」
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
よ
り
も
、「
討

議
」
に
基
づ
い
た
一
般
意
志
の
方
が
説
得
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
た
だ
し
、
「
立
法
者
」
と
い
う
隘
路
の
み
が
、
兆
民
に
「
討
議
」
の
重
要

性
を
自
覚
さ
せ
る
要
因
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
兆
民
の
「
討
議
」

の
観
念
に
は
ル
ソ
ー
で
は
な
く
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（John Stuart M

ill

）
、
特
に

O
n Liberty 

（
以
下
、
『
自
由
論
』
）
の
思
想
が
強
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
要
す
る
に
、
兆
民
は
「
ミ
ル
の
思
想
」
を
手
掛
か
り
に
、
ル
ソ
ー

が
宙
吊
り
に
し
て
い
た
「
討
議
」
の
再
構
築
を
図
る
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
兆
民
が
『
自
由
論
』
に
着
目
し
て
い
た
と
は
い
え
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ

た
の
は
、
中
村
敬
宇
に
よ
る
翻
訳
『
自
由
之
理
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
明

治
四
年
に
刊
行
さ
れ
自
由
民
権
運
動
の
バ
イ
ブ
ル
の
一
つ
と
な
る
『
自
由
之
理
』

が
、
原
著
の
忠
実
な
翻
訳
書
で
な
か
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
。
敬
宇
は
、
同
価
値
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Ｓ
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―
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で
誰
も
が
根
源
的
に
有
し
て
い
る
「
道
義
ノ
心
」
か
ら
由
来
す
る
意
見
の
多
様

性
の
重
要
性
を
、
儒
学
の
文
脈
に
応
じ
て
強
調
し
て
い
た
。
こ
の
際
、
ミ
ル
が

譲
歩
で
き
な
か
っ
た
功
利
（utility

）
は
無
視
さ
れ
、
「
道
義
」
や
「
理
」
の
観

点
か
ら
専
ら
論
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
態
度
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
一
理
」

が
見
い
だ
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
敬
宇
は
儒
学
に
基
づ
き
『
自

由
論
』
を
受
容
し
て
い
た

（
２
）

。

　

本
稿
で
は
、
敬
宇
の
『
自
由
之
理
』
を
手
掛
か
り
に
、
儒
学
（
特
に
朱
子
学
）

の
文
脈
に
応
じ
て
咀
嚼
さ
れ
た
ミ
ル
の
言
説
に
基
づ
い
て
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て

十
分
に
語
ら
れ
な
か
っ
た
「
討
議
」
の
概
念
を
兆
民
が
正
当
化
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と
ミ
ル
と
の
思
想

的
交
錯
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
問
題
設
定
で
あ
ろ
う
。
兆
民
は
何
よ
り
ミ
ル
を

は
じ
め
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
功
利
主
義
者
（
「
利
を
唱
う
る
者
」
「
利
益
ノ
道
学

ヲ
倡
フ
ル
者
」
）
に
対
し
て
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
て
い
た
。
事
実
、
「
勉ベ

ン
サ
　
ム

雑
毋

は
単
に
利
を
論
じ
、
婁ル

ソ
ー騒

は
幷
せ
て
義
を
論
ず
」
と
の
『
訳
解
』
に
付
さ
れ
た

雄
弁
な
解
説
は
、
同
書
の
主
題
の
一
つ
が
功
利
主
義
批
判
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
３
）

。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
兆
民
を
無
批
判
に
「
東
洋
の
ル

ソ
ー
」
と
捉
え
、
ル
ソ
ー
以
外
の
思
想
（
家
）
を
軽
視
す
る
こ
と
に
対
し
て
も

留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
エ
デ
ィ
・
デ
ュ
フ
ル
モ
ン
は
、
こ
れ
ま
で

の
兆
民
研
究
に
お
い
て
ル
ソ
ー
ば
か
り
に
目
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換

え
る
と
『
訳
解
』
や
『
非
開
化
論
』
（
『
学
問
芸
術
論
』
の
部
分
訳
）
に
注
目
し

過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
他
の
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
の
翻
訳
を
無
視
し
が
ち
で
あ

る
と
し
て
、
雑
誌
『
欧
米
政
理
叢
談
』
を
は
じ
め
と
す
る
翻
訳
文
書
を
取
り
上

げ
る
意
義
を
強
調
し
て
い
た

（
４
）

。
「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と
い
う
名
辞
は
『
訳
解
』

に
由
来
す
る
と
は
い
え
、
兆
民
が
そ
こ
で
ル
ソ
ー
以
外
の
思
想
に
も
着
目
し
て

い
た
点
に
つ
い
て
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、『
訳
解
』

を
単
に
『
社
会
契
約
論
』
の
翻
訳
書
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
兆
民
の
思
想
作

品
と
し
て
捉
え
直
す
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、『
訳

解
』
に
お
け
る
「
討
議
」
の
積
極
的
な
位
置
づ
け
は
、
ル
ソ
ー
と
の
思
想
格
闘

の
み
で
は
な
く
、
ミ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
思
想
や
儒
学
を
広
く
渉
猟
し
た

兆
民
の
努
力
成
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
本
稿
で
の
目
的
で
あ
る

（
５
）

。
こ

れ
は
ま
た
、
明
治
日
本
に
絶
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
『
自
由
之
理
』
が
、
兆

民
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
作
業
で
も
あ
る

（
６
）

。

　
　
　
　

 

一
．
「
民
約
論
」
と
『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　

「
討
議
」
（délibération

）

　

「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
が
提
出
さ
れ
た
明
治
七
年
、
中
江
篤
介
（
後
の

兆
民
）
は
二
年
余
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
終
え
帰
国
し
た
。
そ
の
後
、
直
ち
に
『
社

会
契
約
論
』
の
仮
名
ま
じ
り
体
の
翻
訳
で
あ
る
「
民
約
論
」
（
現
存
す
る
の
は

原
著
第
二
編
の
第
六
章
ま
で
の
部
分
）
を
脱
稿
す
る

（
７
）

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点

は
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
た
代
議
制
が
、「
議
会
」
「
国
会
」
「
議
院
」

と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
積
極
的
に
定
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

国
民
只
其
議
ス
ル
所
ノ
事
務
ノ
本
旨
ヲ
領
シ
タ
ル
而
已
ニ
テ
預
メ
相
諜
合
ス

ル
ノ
奸
無
キ
ト
キ
ハ
、
商
議
ニ
臨
ン
デ
人
々
其
私
情
ヲ
述
ベ
テ
他
人
ニ
黏
合

セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
各
意
ノ
少
差
有
ル
モ
ノ
相
聚
リ
一
大
数
ヲ
成
シ
テ
乃
チ
衆

意
ヲ
生
ジ
テ
其
議
決
常
ニ
良
善
ナ
ル
可
シ
、
此
レ
ニ
反
シ
テ
国
人
既
ニ
隠
計

ヲ
為
シ
国
会
即
チ
公
会

0

0

0

0

0

0

ノ
外
更
ニ
数
多
ノ
私
会
ヲ
開
キ
各
々
其
政
党
中
ノ
説

ヲ
整
頓
ス
ル
ト
キ
ハ
、
此
私
会
ノ
意
ハ
其
中
ノ
各
意
ニ
比
ス
レ
バ
公
ナ
リ
ト

雖
モ
公
会
ニ
比
ス
レ
バ
私
ナ
リ
、
則
チ
卒つ

い

ニ
公
会
中
立
言
者
ノ
数
ハ
議
員
ノ
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数
ニ
均
カ
ラ
ズ
シ
テ
私
会
ノ
数
ニ
均
キ
ニ
至
ル
、
故
ニ
議
院
0

0

中
前
ノ
如
ク
異

説
ノ
数
多
ラ
ズ
シ
テ
其
拈
出
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
モ
亦
前
ニ
比
ス
レ
バ
公
正
ナ
ラ

ザ
ル
ナ
リ
、
又
此
私
会
ノ
一
特
ニ
盛
大
ト
成
リ
テ
他
会
ノ
意
ニ
贏か

ツ
ト
キ
ハ
、

只
一
異
説
ヲ
得
可
ク
シ
テ
衆
異
説
ノ
聚
合
ヲ
得
ル
ニ
由
シ
未
ケ
レ
バ
、
所
謂

衆
意
ノ
公
ヲ
失
ツ
テ
各
意
ノ
私
ヲ
生
ズ

（
８
） 

　

associations partielles
（
部
分
的
結
社
）
で
あ
るbrigues

（
党
）
は
、
「
私
会
」

と
訳
さ
れ
、
原
著
に
従
い
否
定
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
に
よ
る
と
、
各

人
の
一
般
意
志
に
合
致
す
る
法
（loi
）
の
形
成
と
そ
れ
へ
の
服
従
、す
な
わ
ち
「
自

由
」
（liberté

）
の
た
め
に
、
党
の
よ
う
な
部
分
的
結
社
は
容
認
さ
れ
ず
、
「
各
市

民
が
自
己
の
意
志
だ
け
に
従
っ
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
肝
心
」
で
あ
っ
た

（
９
）

。
そ

れ
ゆ
え
代
議
制
も
ま
た
、
人
民
を
代
議
士
の
奴
隷
と
さ
せ
る
忌
む
べ
き
も
の
で
あ

り
）
（1
（

、
一
般
意
志
の
支
配
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
制
度
た
り
得
な
か
っ
た
。
右
記
の

兆
民
訳
で
は
、
各
人
の
「
商
議
」
（délibération

）
は
「
良
善
」
（bonne

）
な
「
衆

意
」
（volonté générale

）
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
「
国
会
即
チ

公
会
」
や
「
議
院
」
が
必
要
で
あ
る
と
み
な
す

）
（（
（

。
確
か
に
、
自
己
の
意
志
に
従
っ

た
自
由
な
意
見
表
明
は
一
般
意
志
を
成
立
さ
せ
る
に
あ
た
り
意
義
が
あ
る
と
『
社

会
契
約
論
』
で
は
言
及
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
訳
出
の
対
象
外
で
あ
っ
た

第
四
編
第
二
章
で
は
「
長
々
し
い
討
論
、
紛
糾
、
混
乱
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
特
殊
利

益
が
影
響
力
を
も
ち
、
国
家
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
」
と
述
べ
て

い
た
よ
う

）
（1
（

に
、
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
てdélibération

（
討
議
）
の
評
価
は
一

定
で
は
な
か
っ

）
（1
（

た
。
ル
ソ
ー
は
結
局
、
こ
う
し
た
両
義
的
な
見
解
を
整
理
す
る
こ

と
な
く
、
「
立
法
者
」
の
要
請
に
よ
っ
て
討
議
の
契
機
を
後
退
さ
せ
る
の
で
あ
っ

た
）
（1
（

。
「
民
約
論
」
で
は
、「
立
法
者
」
の
直
接
的
な
言
及
を
避
け
て
い
た
と
は
い
え
、

「
討
議
」
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
兆
民
に
よ
っ
てdélibération

に
息
が

吹
き
込
ま
れ
大
い
に
刷
新
さ
れ
た
の
は
、
二
度
目
の
訳
出
『
訳
解
』
に
お
い
て
で

あ
っ
た

）
（1
（

。
『
訳
解
』
に
よ
る
と
、délibération

の
本
質
、
す
な
わ
ち
「
衆
議
に
貴

ぶ
所
の
も
の
」
は
「
唯
だ
衆
囂
々
と
し
て
其
の
所
見
を
執
り
、
議
を
持
す
る
の
多

寡
に
由
り
て
纔
に
決
す
る
」
の
で
は
な
く
、
「
討
議
」
に
よ
っ
て
「
公
志
の
存
す

る
と
こ
ろ
」
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ

）
（1
（

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
兆
民
は
次
の
よ
う
に
詳

し
く
述
べ
る
。

衆
あ
い
会
し
て
事
条
を
討
議
す
る
に
、
皆
な
予
め
時
務
の
需
む
る
と
こ
ろ
を

知
り
、
而
し
て
初
よ
り
私
に
相
い
約
す
る
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
議

を
発
す
る
、
必
ず
各
お
の
己
が
志
を
尽
す
。
各
お
の
己
が
志
を
尽
せ
ば
、
則

ち
其
の
見
る
と
こ
ろ
、
必
ず
小
異
同
な
き
こ
と
能
わ
ず
。
而
し
て
此
の
小
異

同
中
、
必
ず
協
賛
を
得
る
こ
と
最
も
多
き
も
の
有
り
て
、
以
て
公
志
の
存
す

る
と
こ
ろ
を
知
る
に
足
る
。
此
の
如
く
な
れ
ば
、
議
は
常
に
中
正
を
得
て
、

失
錯
或
る
こ
と
無
し
、
是
を
之
れ
議
事
の
正
法
と
謂
う
な

）
（1
（

り
。

　

相
異
な
る
意
見
を
有
す
る
人
々
同
士
の
議
論
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
般
意
志
（
公
志
）
は
生
じ
る
。
こ
の
際
、
「
時
務
の
需
む
る
と
こ

ろ
を
知
」
り
「
討
議
」
に
臨
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
か
く
し
て
「
失
錯
」
に

陥
ら
な
い
「
中
正
」
を
得
る
「
議
事
の
正
法
」
は
達
成
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
忌
憚
の
な
い
討
論
の
意
義
を
積
極
的
に
強
調
す
る
姿
勢
は
、

『
訳
解
』
以
外
で
も
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
際
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
の

が
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
で
あ
っ
た
。
事
実
、
兆
民
自
身
は
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
を
、

中
村
敬
宇
に
よ
る
翻
訳
『
自
由
之
理
』
を
介
し
て
読
ん
で
い
た
（
そ
の
意
義
に

つ
い
て
は
後
述
）
。
例
え
ば
、
自
身
の
主
宰
す
る
仏
学
塾
の
規
則
（
明
治
一
五

年
改
正
）
に
は
、
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
に
「
ミ
ル
自
由
之
理
」
が
み
ら

中江兆民と J・S・ミル―「東洋のルソー」における『自由論』(On Liberty) の思想的意義―
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れ
る

）
（1
（

。
加
え
て
、
と
り
わ
け
兆
民
と
ミ
ル
と
の
関
係
で
重
要
な
点
は
、
「
自
由

民
権
論
者
が
『
自
由
論
』
あ
る
い
は
『
自
由
之
理
』
か
ら
引
く
の
は
ほ
と
ん
ど

そ
の
序
論
か
ら
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
兆
民
の
場
合
は
第
二
編
の
「
思

想
討
論
の
自
由
」
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
で
あ

）
（1
（

る
。
例
え
ば
、
「
言
論
ノ
自
由
」

（
明
治
一
四
年
）
で
は
、
政
府
に
よ
る
言
論
弾
圧
の
弊
害
を
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る）

11
（

。
政
ヲ
為
ス
者
言
論
ノ
自
由
ヲ
防
遏
ス
ル
ト
キ
ハ
其
害
実
ニ
勝
ゲ
テ
言
フ
可
ラ

ザ
ル
者
有
リ
蓋
シ
邦
国
ノ
益
々
盛
隆
ニ
赴
ク
所
以
ノ
者
ハ
人
々
各
々
其
才
性

ニ
随
フ
テ
思
考
ス
ル
所
有
リ
テ
其
精
理
妙
義
ヲ
得
ル
ニ
及
ビ
テ
ハ
或
ハ
之
ヲ

口
ニ
発
シ
或
ハ
之
ヲ
書
ニ
筆
シ
然
ル
後
以
テ
之
ヲ
衆
ニ
伝
フ
可
キ
ナ
リ
若
シ

政
ヲ
為
ス
者
言
論
ノ
自
由
ヲ
防
遏
ス
ル
ト
キ
ハ
我
レ
一
旦
夫
ノ
精
妙
ノ
理
義

ヲ
得
ル
有
ル
モ
意
ヲ
縦
ニ
シ
テ
之
ヲ
口
ニ
挙
グ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
心
ヲ
恣
ニ
シ

テ
之
ヲ
書
ニ
筆
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
是
ノ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
所
謂
精
妙
ノ
理
義

ハ
我
ガ
脳
底
ニ
鬱
畜
シ
テ
一
タ
ビ
外
ニ
発
洩
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
天
下
後
世
ノ

人
モ
亦
由
リ
テ
以
テ
其
利
ヲ
享
ク
ル
無

）
1（
（

シ

　

既
に
施
行
さ
れ
て
い
る
「
新
聞
条
例
集
会
条
例
演
舌
条
例
」
を
念
頭
入
れ
つ

つ
、
政
府
の
言
論
弾
圧
に
よ
る
「
真
理
（
精
妙
ノ
理
義
）
」
獲
得
の
妨
害
が
警

戒
さ
れ
て
い
る
。
個
々
人
が
有
す
る
「
才
性
」
に
基
づ
い
た
言
論
お
よ
び
執
筆

活
動
を
恣
意
的
に
制
約
し
「
真
理
」
の
獲
得
を
妨
害
す
る
こ
と
は
、
後
世
に
不

利
益
を
も
た
ら
す
た
め
非
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
翌
日
に
発
表
さ
れ
た
「
再

論
言
論
自
由
」
で
は
、
実
際
に
「
弥ミ

ル児
」
の
名
を
持
ち
出
し
て
、
「
真
理
ナ
ル

者
ハ
一
人
ニ
シ
テ
其
全
ヲ
獲
ル
コ
ト
」
が
少
な
い
た
め
、
「
甲
ノ
論
者
其
一
部

ヲ
持
シ
乙
ノ
論
者
其
一
部
ヲ
持
シ
丙
丁
又
其
一
部
ヲ
持
ス
」
こ
と
で
、
「
必
ズ

数
人
」
同
士
が
互
い
に
意
見
を
開
陳
し
、
「
質
正
ヲ
求
ム
ル
」
こ
と
を
説
い
て

い

）
11
（

た
。
た
し
か
に
、
「
反
覆
論
述
」
が
「
激
発
」
な
様
相
を
呈
す
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
事
態
は
「
真
理
」
を
獲
得
す
る
う
え
で
も
健
全
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
討
論
の
主
体
は
個
人
だ
け
で
は
な
く
政
党
も
ま
た
な
り

得
た
。
「
政
党
ノ
論
」
（
明
治
一
五
年
）
も
ミ
ル
の
名
を
挙
げ
た
う
え
で
、
「
真

理
ハ
衆
説
相
抵
激
ス
ル
ノ
間
ヨ
リ
発
ス
【
中
略
】
諸
説
大
抵
皆
一
片
ノ
真
理
ヲ

包
含
ス
故
ニ
必
ズ
相
討
論
琢
磨
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
以
テ
完
全
ノ
真
理
ヲ
求
ム
可

ラ
ズ
」
と
、
先
に
挙
げ
た
論
説
文
と
同
様
の
旨
を
表
明
し
て
い
た
。
そ
の
う
え

で
、
「
士
君
子
」
た
る
者
は
「
苟
モ
自
ラ
信
ジ
テ
真
理
ト
為
ス
所
有
ル
ト
キ
ハ

必
ズ
他
党
ト
相
抵
激
シ
テ
以
テ
己
レ
ノ
説
ノ
勝
ツ
コ
ト
ヲ
求
」
め
な
け
れ
ば
な

ら
な

）
11
（

い
。
な
る
ほ
ど
、
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
ル
ソ
ー
は
、
議
論
の
担
い

手
と
し
て
部
分
的
結
社
で
は
な
く
、
個
々
の
市
民
に
求
め
て
い
た
（
そ
の
た
め
、

党
の
存
在
も
否
定
さ
れ
た
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
兆
民
は
、
『
訳
解
』
に
お

い
て
「
若
し
衆
お
の
お
の
私
に
党
を
樹
て
、
而
し
て
其
の
中
の
一
党
、
衆
を
得

る
こ
と
最
も
多
く
、
遠
く
他
党
を
踰
ゆ
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
此
の
党
は
議
を
発

す
る
毎
に
必
ず
協
賛
を
得
る
こ
と
最
も
多
く
」
な
り
、
「
他
党
は
復
た
之
と
抗

衡
す
る
こ
と
」
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
「
党
」
の
存
在
よ
り
も
、
む
し
ろ
党
同

士
が
「
抗
衡
」
す
る
機
会
の
喪
失
を
懸
念
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
機
会
の
喪

失
は
「
此
の
議
や
復
た
衆
異
同
の
相
い
合
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
特
だ
一
異

同
の
相
い
聚
る
も
の
」
を
も
た
ら
す
が
、
反
対
に
意
見
の
多
様
性
の
尊
重
の
も

と
で
の
「
討
議
」
は
「
協
賛
を
得
る
こ
と
最
も
多
き
も
の
」
を
得
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
兆
民
に
お
い
て
、
「
真
理
」
を
追
究
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
主
体

如
何
は
、
関
係
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
政
党
の
存
在
意
義
が
「
真
理
」
の
追
究
で
あ
る
と
鮮
や
か
に
説
く

の
は
、「
国
会
の
心
得
」
の
副
題
を
有
す
る
『
平
民
の
め
さ
ま
し
』（
明
治
二
〇
年
）

日本儒教学会報 七
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に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
複
数
の
政
党
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
互
い

に
討
論
を
交
わ
す
こ
と
を
「
自
由
国
」
の
要
件
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
「
政

事
と
ゆ
ふ
物
は
随
分
錯
雑
た
る
も
の
故
、
彼
の
事
は
ど
ふ
す
る
が
佳
し
此
事
は

ど
ふ
す
る
が
宜
し
と
人
々
の
意
見
が
色
々
違
ふ
こ
と
は
已
む
を
得
」な
い
以
上
、

政
党
が
討
論
を
通
し
て
「
真
理
」
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

）
11
（

い
。
た
し
か
に
、

多
数
の
政
党
は
国
に
弊
害
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
比
し
て
も

益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

其
訳
と
ゆ
ふ
は
何
事
に
就
て
も
道
理
は
唯
一
箇
な
れ
ど
も
夫
れ
が
中
々
急
に

見
出
し
難
き
が
故
に
、
甲
乙
丙
丁
と
種
々
の
党
派
が
競
ふ
て
張
り
合
ひ
言
ひ

合
ふ
て
互
に
穿
鑿
す
る
と
き
は
、
其
中な

か央
か
ら
彼
の
道
理
が
追
々
と
頭
を
昴

げ
て
人
々
の
目
に
留
ま
る
様
に
成
る
事
も
有
る
可
し
、
左
は
無
く
し
て
、
一

人
の
智
慧
者
が
何
か
一
言
を
吐
く
度
毎
に
大
勢
の
人
が
皆
同
意
し
て
少
も
言

ひ
合
ふ
事
が
無
き
に
於
て
は
、
真ま

こ

と個
の
道
理
は
出
て
来
る
手
掛
が
無
き
な
り
、

此
等
の
筋
合
は
英
の
大
学
者
ミマ

マ
ー
ル
と
云
ふ
人
が
委
し
く
説
明
し
有
事
に
て

他
日
追
々
噺
し
申
べ

）
11
（

し

　

「
党
派
が
競
ふ
て
張
り
合
ひ
言
ひ
合
ふ
て
互
に
穿
鑿
す
る
と
き
」
、
す
な
わ
ち

様
々
な
意
見
の
双
方
向
的
な
討
論
に
よ
っ
て
そ
の
「
中な

か央
」
か
ら
自
ず
と
「
道

理
」
は
発
現
さ
れ
る
こ
と
を
、
ミ
ル
の
名
を
挙
げ
て
改
め
て
強
調
す
る
。
一
方

で
、
「
一
人
の
智
慧
者
」
が
導
き
出
し
た
意
見
に
み
な
が
付
和
雷
同
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
「
真ま

こ

と個
の
道
理
」
と
称
し
得
な

）
11
（

い
。
個
々
人
が
忌
憚
な
く
意
見
を

表
明
し
討
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
一
つ
の
「
道
理
」
が
得
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
国
会
は
要
さ
れ

）
11
（

た
。
言
い
換
え
る
と
「
国
会
」
や

「
議
院
」
は
、
「
一
箇
」
の
「
道
理
」
あ
る
い
は
「
真
理
」
に
到
達
す
る
、
あ
る

種
の
窮
理
を
行
う
空
間
で
あ
っ

）
11
（

た
。
そ
し
て
「
真
理
」
が
「
一
箇
」
で
あ
る
な

ら
ば
政
党
が
複
数
存
在
す
る
筋
合
い
は
な
く
な
り
、
最
終
形
態
と
し
て
は
「
真

理
」
を
体
現
す
る
「
厖
然
た
る
一
大
日
本
党
な
る
者
を
擁
立
す
る
」
こ
と
さ
え

可
能
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い

）
11
（

た
。
要
す
る
に
兆
民
に
と
っ
て
の
政
党
や
議
会
も
、

ル
ソ
ー
の
よ
う
に
否
定
さ
れ
る
対
象
で
は
な
く
、
一
つ
の
「
真
理
」
を
獲
得
す

る
重
要
な
主
体
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ル
ソ
ー
と
の
乖
離
も
、
彼
が
詳
し
く
語

ら
な
か
っ
た
「
討
議
」
の
契
機
を
、
「
ミ
ル
の
思
想
」
を
手
掛
か
り
に
兆
民
が

重
ん
じ
て
い
た
こ
と
に
関
わ
る
。

　
　
　
　

 

二
．
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
自
由
論
』

 
 

『
自
由
論
』
に
お
い
て
ミ
ル
は
、
個
人
の
幸
福
・
快
楽
に
基
づ
い
た
自
由
が

人
類
と
社
会
の
進
歩
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
、
な
か
で
も
多
様
な
思
想
と
そ

れ
に
伴
う
自
由
で
対
等
な
議
論
に
よ
る
真
理
の
獲
得
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
営
為
を
重
ん
じ
る
兆
民
も
、
ミ
ル
の
議
論
に
共
感
を
示
し
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
兆
民
に
お
け
る
ミ
ル
理
解

は
、『
自
由
論
』
原
著
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
中
村
敬
宇
に
よ
る
翻
訳
『
自
由
之
理
』

か
ら
の
影
響
が
多
分
に
認
め
ら
れ
る
。

　

敬
宇
（
正
直
）
は
、
幕
府
瓦
解
直
前
に
留
学
先
の
英
国
で
感
銘
を
受
け
た

『
自
由
論
』
を
、
明
治
初
年
に
『
自
由
之
理
』
と
題
し
て
紹
介
し
た
。
幕
末
に

朱
熹
の
教
育
理
念
を
重
視
し
て
い
た
昌
平
坂
学
問
所
で
御
儒
者
を
務
め
て
い
た

敬
宇
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
の
朱
子
学
教
育
の
経
験
に
よ
っ
て
「
異
説
を
容
認

し
、
そ
れ
と
の
討
論
の
な
か
で
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
」

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
『
自
由
之
理
』
は
生
ま
れ
た
と
評
さ
れ

）
11
（

る
。
そ
の
た
め
敬

宇
に
と
っ
て
『
自
由
論
』
と
儒
学
（
特
に
朱
子
学
）
は
、
親
和
性
の
あ
る
思
想

中江兆民と J・S・ミル―「東洋のルソー」における『自由論』(On Liberty) の思想的意義―
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と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
た
し
か
に
朱
熹
は
、
自
身
が
在
職
し
て

い
た
白
鹿
洞
書
院
に
お
い
て
「
為
己
之
学
」
（
自
分
自
身
の
た
め
に
学
ぶ
こ
と
）

に
基
づ
い
た
討
論
（
講
学
）
を
重
視
し
て
い
た
（
「
白
鹿
洞
書
院
掲

）
1（
（

示
」
）
。
あ

る
い
は
、学
問
の
発
展
の
た
め
に
は
、学
生
同
士
の
対
等
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
や
討
論
の
形
式
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
夙
に
指
摘
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
流

俗
に
追
随
せ
ず
、
自
己
を
喪
失
せ
ず
「
是
非
」
の
「
分
別
」
に
よ
っ
て
一
つ
の

「
公
論
」
を
得
る
こ
と
（
『
朱
子
語

）
11
（

類
』
）
、
あ
る
い
は
「
学
」
の
根
幹
に
あ
た
る
「
講

習
討
論
」
す
る
こ
と
（
『
大
学
章
句
』
）
の
意
義
を
朱
熹
は
認
め
る

）
11
（

。
な
お
朱
熹

の
い
う
「
講
学
」
と
は
、
「
集
団
の
道
徳
的
教
育
教
化
の
み
な
ら
ず
個
人
の
自

己
修
養
に
も
貢
献
す
る
一
つ
の
社
会
的
過
程
の
中
で
、
最
も
自
然
な
形
で
実
現

さ
れ
」
る
、
個
人
の
自
発
性
の
尊
重
と
相
互
扶
助
を
含
意
す
る

）
11
（

。
つ
ま
り
学
問

に
お
け
る
自
由
な
討
論
は
、
何
者
か
ら
の
妨
害
を
受
け
な
い
個
人
の
自
発
性
の

発
揮
で
あ
り
、
格
物
致
知
に
通
じ
る
行
為
で
あ
っ
た
。

　

ミ
ル
の
思
想
が
儒
学
、
特
に
朱
子
学
に
通
じ
る
思
想
で
あ
る
と
の
認
識
は
、

敬
宇
に
限
ら
ず
清
朝
中
国
の
『
自
由
論
』
受
容
に
関
し
て
も
確
認
で
き
る
。
中

国
に
お
け
る
社
会
進
化
論
の
紹
介
者
と
し
て
名
高
い
厳
復
は
、
義
和
団
事
件
の

ど
さ
く
さ
に
紛
れ
て
、
と
あ
る
草
稿
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
の

手
元
に
無
事
に
戻
っ
た
草
稿
は
後
に
、
『
群
己
権
界
論
』
（
一
九
〇
三
年
）
と
題

さ
れ
出
版
さ
れ

）
11
（

た
。
中
国
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
『
自
由
論
』
の
翻
訳
で
あ

る
。
厳
復
は
『
群
己
権
界
論
』
の
冒
頭
に
訳
者
解
題
に
あ
た
る
「
訳
凡
例
」
を

付
し
、
こ
こ
で
「
自
繇
」
（liberty

）
の
意
義
に
つ
い
て
、
現
状
の
中
国
を
取

り
巻
く
言
論
状
況
に
対
す
る
批
判
も
込
め
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ

ち
、
西
洋
に
お
い
て
言
論
の
自
由
の
敵
は
「
宗
教
」
で
あ
り
、
中
国
で
は
李
卓

吾
へ
の
弾
圧
を
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
「
綱
常
名
教
」
で
あ
っ

）
11
（

た
。
具
体
的
に
、

画
一
的
な
教
義
を
設
定
す
る
キ
リ
ス
ト
教
や
儒
教
は
、
こ
れ
に
反
す
る
異
端
思

想
を
排
斥
し
自
由
な
言
論
を
抑
圧
し
て
き
た
、
と
批
判
す
る
。
そ
の
う
え
で
厳

復
は
、
本
文
第
二
章
「
釈
思
想
言
論
自
繇
」
（O

f the Liberty of Thought and 
D

iscussion

）
の
訳
文
に
お
い
て
、「
名
教
」
に
一
致
し
な
い
「
私
説
」
を
「
異
端
」

「
邪
説
」
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
の
弊
害
を
強
調
し
て
い

）
11
（

た
。
た
だ
し
厳
復
に

よ
る
と
、
本
来
の
儒
教
は
人
々
の
思
想
・
言
論
の
自
由
を
抑
圧
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
孔
子
の
言
に
つ
い
て
事
の
是
非
を
明
確
に
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
朱
熹
を
そ
の
証
左
に
挙
げ
、
か
つ
て
の
儒
学
界
に
も

「
自
繇
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

）
11
（

た
。
教
義
を
固
定
す
る
現
況

の
有
様
に
不
服
を
抱
く
厳
復
に
と
っ
て
ミ
ル
の
い
う
「
自
繇
」
は
、
朱
熹
が
理

念
と
す
る
学
問
的
討
論
に
背
馳
し
な
い
、
本
来
の
あ
る
べ
き
儒
教
に
合
致
す
る

思
想
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
伝
統
思
想
に
悖
ら
な
い
「
自
繇
」
を
保
障
す
る
こ

と
は
、
厳
復
に
お
い
て
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
「
民
智
」
を
発
達
さ
せ
る

手
段
で
あ
っ
た
。
こ
の
際
、
現
状
の
儒
教
を
念
頭
に
入
れ
、
教
義
の
設
定
が
「
民
」

の
疑
義
、
議
論
、
思
考
を
喪
失
さ
せ
る
と
批
判
す
る
。
一
つ
の
教
義
を
打
ち
立

て
そ
れ
以
外
を
異
端
と
し
て
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
意
見
を
認
め
た

う
え
で
の
活
発
な
議
論
や
思
索
に
よ
っ
て
「
民
智
」
は
発
達
す
る
。
そ
の
う
え

で
、
今
で
は
す
っ
か
り
影
を
潜
め
て
い
る
が
、
本
来
の
儒
教
は
現
在
の
そ
れ
と

異
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
厳
復
は
確
信
す

）
11
（

る
。
こ
の
一
節
に
「
名
教
大
義

が
人
心
に
お
い
て
陳
腐
で
無
益
な
の
は
、
言
論
の
不
自
由
に
由
る
」
と
の
評
注

を
付
す
よ
う

）
11
（

に
、
自
由
な
思
想
・
言
論
は
、
儒
教
も
含
め
た
「
名
教
」
の
活
性

化
を
も
た
ら

）
1（
（

す
。
そ
し
て
「
民
智
」
を
向
上
さ
せ
、
安
定
し
た
政
治
を
実
現
さ

せ
る
た
め
に
も
「
自
繇
」
は
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
「
斯
民
生
而
自
繇
」
（
人
は

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
）
で
は
な
く
、
自
ら
進
ん
で
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

）
11
（

い
。
し
た
が
っ
て
、
原
著
の
『
自
由
論
』
が
個
人
の
自
由
を
目
的
と
し

て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
群
己
権
界
論
』
の
「
自
繇
」
は
「
民
智
」
を
前
進
さ

日本儒教学会報 七
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せ
る
手
段
と
し
て
認
識
さ
れ

）
11
（

る
。

　

「
自
繇
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
「
民
智
」
の
発
達
が
重
視
さ
れ
る
の

は
、
「
民
」
の
政
治
参
加
、
つ
ま
り
議
会
を
開
設
す
る
に
あ
た
り
欠
か
せ
な
い

た
め
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
厳
復
に
お
い
て
「
民
智
」
が
十
分
に
発
達
し
て

い
な
い
状
態
で
議
会
を
開
設
す
る
こ
と
は
時
期
尚
早
で
あ
り
、
警
戒
す
べ
き
こ

と
で
あ
っ
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
スAn Inquiry into the N

ature and C
auses of 

the W
ealth of N

ations
（
『
国
富
論
』
）
の
翻
訳
『
原
富
』
（
一
九
〇
二
年
）
の

「
案
」で
は
、「
欧
州
議
院
の
制
度
は
、
時
間
を
か
け
て
民
の
知
識
の
上
達
に
よ
り
、

よ
う
や
く
運
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
翻
っ
て
今
日
の
中
国
に
お
い
て
変
法
を
い

う
者
は
議
院
の
設
立
を
切
望
し
て
い
る
が
、
民
の
知
識
が
充
分
に
発
達
し
て
い

な
い
た
め
時
期
尚
早
で
あ
る
」
と
し
て
、
現
時
点
で
の
「
議
院
」
の
開
設
に
消

極
的
で
あ
っ

）
11
（

た
。
し
た
が
っ
て
「
民
智
」
の
程
度
如
何
を
「
議
院
」
開
設
の
基

準
と
す
る
厳
復
に
と
っ
て
、
孫
文
の
構
想
す
る
民
国
の
実
現
よ
り
も
、
君
主
制

の
下
で
「
民
智
」
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
の
方
が
切
実
な
課
題
で
あ
っ

）
11
（

た
。
健
全

な
議
会
を
運
営
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
「
民
」
の
質
の
向
上
と
、
国
家
に
無

益
な
醜
言
（
「
莠
言
」
）が
醸
し
出
さ
れ
な
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
大
事
で
あ
っ

た
。
そ
も
そ
も
厳
復
の
用
い
る
「
民
」
に
は
、
一
般
に
個
々
人
の
観
点
が
乏
し
い
。

そ
れ
ゆ
え
「
私
」
た
る
「
個
人
」
を
矮
小
化
し
て
、
「
公
」
た
る
「
群
」
の
質

を
い
か
に
し
て
向
上
さ
せ
る
か
が
重
要
な
関
心
事
と
な

）
11
（

る
。
西
洋
列
強
の
圧
力

に
動
揺
し
て
い
た
清
末
中
国
に
お
い
て
厳
復
は
、
か
つ
て
の
儒
学
界
に
存
在
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
「
自
繇
」
の
思
想
が
「
民
智
」
の
発
達
を
も
た
ら
し
、
ひ
い

て
は
国
家
の
安
定
の
た
め
に
も
有
意
義
で
あ
る
と
ミ
ル
の
思
想
を
介
し
て
自
覚

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

自
由
民
権
運
動
の
原
動
力
と
な
っ
た
『
自
由
之
理
』
の
訳
者
・
敬
宇
の
場
合
、

こ
の
運
動
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
と
は
い
え
、
「
人
民
ノ
性
質
」
の
「
改
造
」

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
人
民
」
は
議
会
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
い
た
。
敬
宇
は
、「
人
民
ノ
性
質
ヲ
改
造
ス
ル
説
」
（
明
治
八
年
）
に
お
い
て
、

「
御
一
新
」（
明
治
維
新
）
が
「
政
体
」
の
変
化
で
し
か
な
く
「
民
」
の
「
一
新
」

に
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
問
題
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

民
選マ

マ

議
院
ハ
民
心
ヲ
一
新
ス
ル
ノ
一
助
タ
ル
コ
ト
ハ
固
ヨ
リ
論
ズ
ル
ヲ
待
タ

ズ
。
但
シ
コ
コ
ニ
一
ツ
着
眼
ス
ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
。
民
選
議
院
創
立
シ
コ
レ
ニ

由
テ
人
民
タ
ト
ヒ
幾
分
ノ
政
権
ヲ
上
ヨ
リ
分
チ
得
タ
リ
ト
モ
矢
張
従
来
ノ
人

民
ナ
レ
バ
政
事
ノ
形
体
少
シ
ク
変
ズ
ル
マ
デ
ノ
事
ニ
テ
人
民
ノ
性
質
ヲ
改
造

ス
ル
主
要
ノ
功
効
ハ
ア
ラ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
。
然
ラ
バ
人
民
ノ
性
質
ヲ
改
造
ス
ル

ハ
如
何
ト
イ
フ
ニ
ソ
ノ
大
分
二
ア
ル
ノ
ミ
。
芸
術
ナ
リ
教
法
ナ

）
11
（

リ

　

「
民
選
議
院
」
の
開
設
は
、
明
治
維
新
の
課
題
で
あ
る
「
民
心
ヲ
一
新
ス
ル
」

役
割
が
あ
る
と
は
い
え
、
現
状
の
「
人
民
」
の
気
風
で
は
不
可
で
あ
る
、
と
敬

宇
は
認
識
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
新
」
と
は
、「
其
の
旧
を
革
む
る
の
謂
な
り
。

言
う
こ
こ
ろ
は
、
既
に
自
ら
其
の
明
徳
を
明
か
に
す
。
又
た
当
に
推
し
て
以
て

人
に
及
ぼ
し
、
之
を
し
て
亦
た
其
の
旧
染
の
汚
を
去
る
こ
と
有
ら
し
む
べ

）
11
（

し
」

と
い
う
『
大
学
章
句
』
の
定
義
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
敬
宇
の
い
う
「
一

新
」
と
は
、
人
が
心
を
洗
っ
て
悪
を
除
き
去
り
、
真
に
自
分
を
新
し
く
す
る
こ

と
を
意
味
し
て
い

）
11
（

た
。
こ
の
時
、
敬
宇
は
荻
生
徂
徠
の
い
う
聖
人
に
よ
っ
て
作

為
さ
れ
た
政
治
制
度
に
よ
る
統
治
で
は
な
く
、
人
間
の
内
面
の
改
革
が
政
治
の

安
定
に
つ
な
が
る
と
み
な
す
朱
子
学
に
立
脚
し
て
い

）
11
（

た
。
要
す
る
に
敬
宇
は
朱

子
学
に
依
拠
し
た
う
え
で
、「
民
」
の
「
改
造
」
は
「
民
選
議
院
」
へ
の
参
与
に
つ

な
が
り
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
安
定
し
た
政
治
が
実
現
す
る
と
考
え

）
1（
（

る
。

中江兆民と J・S・ミル―「東洋のルソー」における『自由論』(On Liberty) の思想的意義―
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三
．
「
自
由
」
の
根
源
―
中
村
敬
宇
と
中
江
兆
民
―

 
 

ミ
ル
は
『
自
由
論
』
に
お
い
て
思
想
・
討
論
の
自
由
が
真
理
を
見
出
す
重
要

な
契
機
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
あ
た
り
、
人
間
の
倫
理
的
問
題
の
最
終
的
な
基

準
と
し
て
道
徳
的
能
力
で
は
な
く
、
効
用
（utility

）
を
設
定
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
「
人
々
へ
の
危
害
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
の
場
合
」
に
限
り
「
本
人

の
意
向
に
反
し
て
権
力
を
行
使
」
し
、
他
人
の
効
用
を
侵
す
行
為
を
制
限
す
る

こ
と
は
正
当
で
あ
っ
た
（
危
害
原

）
11
（

則
）
。
言
い
換
え
る
と
、
他
人
に
危
害
を
加

え
な
い
限
り
、
―
た
と
え
そ
の
内
容
が
い
か
に
不
道
徳
極
ま
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
―
社
会
が
何
ら
か
の
基
準
に
基
づ
き
個
人
の
行
為
を
断
罪
、
制
約
す

る
こ
と
は
人
類
の
進
歩
を
阻
害
す
る
た
め
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
ミ
ル
は
、

多
数
の
人
が
一
人
の
反
対
意
見
を
抑
え
る
こ
と
の
反
功
利
性
を
論
じ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
思
想
・
討
論
の
自
由
の
内
に
あ
る
功
利
性
に
注
目
し
て
い

）
11
（

た
。

　

神
を
考
慮
に
い
れ
な
い
功
利
（utility

）
に
基
づ
い
た
個
人
の
擁
護
と
特
異

さ
の
啓
発
を
目
的
と
し
て
い
た
『
自
由
論
』
は
、
功
利
で
は
な
く
、
儒
学
の
謂

い
と
し
て
の
「
道
義
」
や
「
理
」
を
重
ん
じ
る
議
論
に
『
自
由
之
理
』
で
は
置

き
換
え
ら
れ

）
11
（

た
。
敬
宇
に
よ
る
と
、
特
定
の
多
数
の
意
見
を
「
正
」
と
み
な
し

て
、
そ
の
他
を
「
異
」
と
し
て
退
け
る
「
意
見
議
論
」
の
妨
害
は
、
「
天
」
か

ら
賦
与
さ
れ
誰
も
が
有
す
る
「
道
義
ノ
心
」
を
塞
ぐ
た
め
、
儒
学
の
観
点
か
ら

容
認
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
っ
た
。society

の
訳
語
と
し
て
あ
て
ら
れ
た
「
仲

間
会
所
（
即
チ
政
府
）
」
が
「
権
勢
ヲ
以
テ
新
見
異
説
ノ
人
ヲ
強
テ
己
レ
ノ
宗

派
ニ
従
ハ
」
せ
る
こ
と
は
、
「
道
義
ノ
心
」
の
発
露
を
妨
げ
る
た
め
「
天
理
ノ

公
」
に
悖
る
行
為
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
敬
宇
に
と
っ
て
根
源
的
に
等
価
値
な

「
道
義
ノ
心
」
に
由
来
す
る
言
説
同
士
の
討
論
こ
そ
が
「
一
理
」
に
帰
着
す
る

手
段
で
あ
る
以
上
、「
政
府
」
に
よ
る
「
新
見
異
説
ノ
人
」
へ
の
抑
圧
は
「
天
理
」

に
背
く
行
為
で
あ
っ

）
11
（

た
。

　

兆
民
も
、
敬
宇
と
同
様
に
い
わ
ゆ
る
功
利
主
義
を
ミ
ル
の
思
想
に
お
け
る
隘

路
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
兆
民
に
と
っ
て
功
利
主
義
は
積
極
的
に
克
服
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
命
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
徹
底
的
な
批
判
が
加
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
「
論
公
利
私
利
」
（
明
治
一
三
年
）
に
お
い
て
は
、
「
利
の
中
に
公
利
の

目
を
立
つ
」
と
み
な
す
「
弥ミ

ル児
」
の
主
張
に
、
「
夫
れ
利
苟
し
く
も
義
よ
り
生

ず
れ
ば
、
其
の
一
身
に
止
ま
る
も
亦
た
公
」
で
あ
る
と
「
義
」
に
裏
付
け
ら
れ

た
「
利
」
の
意
義
を
強
調
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
利
」
が
広
汎
に
及
ぶ
こ
と

を
以
て
「
公
利
」
と
み
な
す
、
ミ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
「
利
を
唱
う
る
者
」
の

思
潮
を
批
判
し
て
い

）
11
（

た
。
あ
る
い
は
、A

lfred Jules Ém
ile Fouillée H

istoire 
de la Philosophie, 1875

の
翻
訳
『
理
学
沿
革
史
』
（
明
治
一
九
年
）
の
第

十
一
章
「
近
時
英
国
ノ
理
学
」（École anglaise contem

poraine

）
に
お
い
て
は
、

以
下
の
よ
う
に
ミ
ル
の
学
説
を
紹
介
す
る
。

ス
チ
ュ
ア
ー
ル
、
ミ
ル
自
ラ
道
徳
ノ
責
任
ヲ
倡
説
ス
ル
ニ
於
テ
矛
盾
ノ
病
ヲ

発
ス
ル
コ
ト
ヲ
慮
リ
、
因
リ
テ
之
ニ
易
フ
ル
ニ
一
種
智
慧
ノ
検
制
ト
曰
ハ
ン

ガ
如
キ
者
ヲ
以
テ
シ
テ
、
是
ニ
於
テ
其
最
得
意
ト
ス
ル
所
ノ
旨
義
ノ
聯
接
ノ

説
ヲ
倡
ヘ
テ
、
曰
ク
、
教
育
ヲ
以
テ
任
ズ
ル
者
ハ
、
当
サ
ニ
務
テ
子
弟
ヲ
シ

テ
其
思
念
ノ
中
ニ
於
テ
一
己
ノ
私
利
ト
公
共
ノ
大
益
ト
ヲ
合
シ
テ
同
一
旨
義

ト
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
可
シ
、
是
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
涵
養
ノ
久
ヲ
経
ル
ト

キ
ハ
、
徳
性
自
然
ニ
成
就
シ
テ
其
心
、
夢
想
モ
此
二
利
ヲ
別
ツ
コ
ト
無
キ
ニ

至
ラ
ン
ト
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ル
、
ミ
ル
ノ
意
以
為
ラ
ク
、
人
若
シ
公
共
ノ
大
益

ト
一
身
ノ
私
利
ト
ヲ
別
ツ
コ
ト
無
キ
ト
キ
ハ
道
徳
斯
ニ
成
ラ
ン

）
11
（

ト
、
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「
論
公
利
私
利
」と
同
様
に
、
ミ
ル
の
功
利
主
義
の
特
徴
を
「
公
共
ノ
大
益
」（
公

利
）
と
「
一
身
の
私
利
」
が
別
つ
の
で
は
な
く
、
連
続
す
る
関
係
で
あ
る
と
説

明
す
る
。
そ
の
う
え
で
兆
民
は
、こ
う
し
た
主
張
を
「
妄
像
ノ
極
ト
謂
フ
可
シ
」

と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
ミ
ル
批
判
を
展
開
（
翻
訳
）
す
る
。

今
ノ
世
ニ
方
リ
一
身
ノ
私
利
ト
衆
庶
ノ
公
利
ト
動
モ
ス
レ
バ
相
容
レ
ズ
シ

テ
、
乃
チ
其
交
闘
ス
ル
コ
ト
是
レ
吾
人
ノ
親
ク
見
ル
所
ニ
非
ズ
乎
、
然
ル
ヲ

爰
ニ
由
リ
人
ヲ
シ
テ
此
二
者
ヲ
合
シ
テ
一
ト
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
、
旨

義
聯
接
ノ
理
有
リ
ト
雖
モ
且
ツ
施
ス
所
無
キ
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
利
益
ノ
道
学

ヲ
倡
フ
ル
者
事
実
ト
理
論
ト
ノ
間
ニ
存
ス
ル
所
ノ
此
相
容
レ
ザ
ル
ノ
患
ヲ
除

カ
ン
ト
欲
シ
テ
、
往
々
別
ニ
一
種
ノ
制
度
ヲ
創
建
シ
テ
以
テ
公
私
ノ
二
利
ヲ

シ
テ
実
際
ニ
相
合
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ハ
此
レ
ガ
為
メ
ナ
リ
、
即
チ
ス

チ
ュ
ア
ー
ル
、
ミ
ル
モ
亦
此
ニ
慮
ル
有
リ
、
是
ニ
於
テ
乎
其
最
後
ノ
意
亦
恰

好
ノ
制
度
ヲ
建
設
シ
テ
以
テ
真
ノ
旨
義
ノ
聯
接
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
至
レ

リ
、
亦
其
説
ノ
窘
蹙
セ
ル
ヲ
見
ル
ニ
足

）
11
（

ル
、

　

「
一
身
ノ
私
利
」
と
「
衆
庶
ノ
公
利
」
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
と
き
に
は

対
立
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
事
実
」
（faits

）
と
「
理
論
」
（idées
）
と
の

間
に
存
す
る
「
相
容
レ
ザ
ル
ノ
患
」
（opposition gênante

）
の
解
消
を
図
る

た
め
に
、「
公
私
ノ
二
利
」（les intérêts

）
を
相
合
す
る
よ
う
な
「
恰
好
ノ
制
度
」

（organization sociale

）
を
探
求
す
る
「
利
益
ノ
道
学
ヲ
倡
フ
ル
者
」（utilitaires

）

の
態
度
が
批
判
さ
れ
る
。
既
に
「
論
公
利
私
利
」
で
、
量
的
な
次
元
で
「
私
利
」

の
拡
大
を
「
公
利
」
と
み
な
す
こ
と
に
否
定
し
て
い
た
兆
民
は
、Fouillée

を

通
じ
て
ミ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
功
利
主
義
者
（
「
利
益
ノ
道
学
ヲ
倡
フ
ル
者
」
）

の
議
論
が
「
妄
像
ノ
極
」で
あ
る
と
改
め
て
認
識
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
兆
民
に
と
っ
て
、
『
自
由
論
』
の
根
幹
に
あ
っ
た
功
利
の
観
念
を
考
慮
対
象

か
ら
除
外
し
て
い
た
敬
宇
の
『
自
由
之
理
』は
、
都
合
の
よ
い
「
訳
書
」で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
兆
民
が
『
自
由
之
理
』
に
惹
か
れ
た
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

彼
自
身
も
敬
宇
と
同
様
に
人
間
に
固
有
す
る
「
心
」
の
涵
養
を
重
視
し
、
「
心

の
自
由
」
（liberté m

orale

）
を
諸
々
の
「
自
由
」
の
根
源
と
み
な
し
て
い
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
ル
ソ
ー
が
「
主
題

で
は
な
い
」
と
言
い
放
ち
、
具
体
的
な
検
討
対
象
か
ら
外
し
たliberté m

orale

は
）
11
（

、
社
会
契
約
を
結
ぶ
こ
と
で
か
つ
て
の
欲
望
の
趣
く
ま
ま
行
動
す
る
自
由
か

ら
、
自
己
の
欲
望
を
抑
制
し
て
道
徳
が
命
ず
る
「
人
間
を
真
に
自
己
の
主
人
た

ら
し
め
る
」
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
の
最
高
段
階
の
自
由

を
獲
得
す
る
に
際
し
て
は
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
言
論
、
思
想
、
討
論
、

出
版
等
々
の
自
由
は
制
約
対
象
と
な

）
11
（

る
。
兆
民
は
『
訳
解
』
に
お
い
て
こ
れ
を

「
心
の
自
由
」
と
訳
し
詳
細
な
「
解
」
で
、
「
心
の
自
由
」
が
「
理
学
」
の
テ
ー

マ
と
し
て
肯
定
的
に
定
置
し
て
い

）
1（
（

た
。
「
解
」
に
よ
る
と
、
「
民
約
」
を
結
ぶ
以

前
に
人
々
は
、「
慾
を
縦
ま
ま
に
し
情
に
狥
い
、
自
か
ら
脩
厲
す
る
こ
と
を
知
ら
」

な
い
、
「
禽
獣
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
極
め
て
活
溌
自
由
な

る
が
如
し
と
雖
も
、
実
は
形
気
の
駆
役
す
る
所
と
為
る
を
免
れ
ず
、
本
心
は
じ

め
よ
り
未
だ
主
宰
を
為
」
さ
な
い
「
奴
隷
の
類
」
に
等
し
か
っ
た
。
し
か
し
人
々

は
「
民
約
」
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
禽
獣
」
と
は
異
な
る
「
心
胸
綽
と
し

て
余
裕
」
あ
る
者
と
し
て
「
心
の
自
由
」
を
獲
得
し
、
「
士
」
と
し
て
「
法
を

議
す
る
」
こ
と
が
期
待
さ
れ

）
11
（

た
。
人
々
が
「
心
の
自
由
」
と
い
う
道
徳
的
自
律

の
獲
得
を
以
て
「
主
宰
を
為
」
す
「
自
由
」
に
至
る
、
兆
民
のliberté m

orale
に
対
す
る
観
念
は
、
独
自
の
思
想
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
も
活
用
さ
れ
て
い

た
。
例
え
ば
『
東
洋
自
由
新
聞
』
第
一
号
の
社
説
は
、
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」

を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た
。

中江兆民と J・S・ミル―「東洋のルソー」における『自由論』(On Liberty) の思想的意義―
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リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
ト
ハ
我
ガ
精
神
心
思
ノ
絶
ヱ
テ
他
物
ノ
束
縛
ヲ
受
ケ
ズ

完
全
発
達
シ
テ
余
力
無
キ
ヲ
得
ル
ヲ
謂
フ
是
レ
ナ
リ
古
人
所
謂
義
ト
道
ト
ニ

配
ス
ル
浩
然
ノ
一
気
ハ
即
チ
此
物
ナ
リ
内
ニ
省
ミ
テ
疾
シ
カ
ラ
ズ
自
ラ
反
シ

テ
縮
キ
モ
亦
此
物
ニ
シ
テ
乃
チ
天
地
ニ
俯
仰
シ
テ
塊
作
ス
ル
無
ク
之
ヲ
外
ニ

シ
テ
ハ
政
府
教
門
ノ
箝
制
ス
ル
所
ト
ナ
ラ
ズ
之
ヲ
内
ニ
シ
テ
ハ
五
欲
六
悪
ノ

妨
碍
ス
ル
所
ト
ナ
ラ
ズ
活
溌
々
転
轆
々
ト
シ
テ
凡
ソ
其
馳
騖
ス
ル
ヲ
得
ル
所

ハ
之
ニ
馳
騖
シ
愈
々
進
ミ
テ
少
シ
モ
撓
マ
ザ
ル
者

）
11
（

也

　

「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
は
、
『
孟
子
』
を
典
拠
と
し
な
が
ら
「
内
ニ
省
ミ
テ

疚
シ
カ
ラ
ズ
自
ラ
反
シ
テ
縮
キ
モ
亦
此
物
ニ
シ
テ
乃
チ
天
地
ニ
俯
仰
シ
テ
愧
怍

ス
ル
」
こ
と
の
な
い
、
「
古
人
所
謂
義
ト
道
ト
ニ
配
ス
ル
浩
然
ノ
一
気
」
で
あ

る
と
説
明
さ
れ

）
11
（

る
。
つ
ま
り
「
道
徳
性
が
人
間
の
心
に
生
得
的
に
内
在
す
る
」

も
の
と
し
て
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
は
再
構
成
さ
れ

）
11
（

る
。
特
に
「
リ
ベ
ル
テ
ー

モ
ラ
ル
」
の
言
い
換
え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
浩
然
の
一
気
」
は
、
『
孟
子
』

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
敢
て
問
ふ
、
夫
子
悪
に
か
長
ぜ
る
」
と
。
曰
く
、
「
我
、
言
を
知
る
。
我
善

く
吾
が
浩
然
の
気
を
養
ふ
」
と
。
「
敢
て
問
ふ
、
何
を
か
浩
然
の
気
と
謂
ふ
」

と
。
曰
く
、
「
言
ひ
難
き
な
り
。
其
の
気
為
る
や
、
至
大
至
剛
以
て
直
、
養

う
て
害
す
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
間
に
塞
が
る
。
其
の
気
為
る
や
、

義
と
道
と
に
配
す
。
是
無
け
れ
ば
餒
う
。
是
れ
集
義
の
生
ず
る
所
の
者
に
し

て
、
義
襲
う
て
之
を
取
る
に
非
ざ
る
な
り
。
行
ひ
心
に
慊
か
ら
ざ
る
こ
と
有

れ
ば
、
則
ち
餒

）
11
（

う
。 

　

朱
熹
の
解
説
に
よ
る
と
、
「
浩
然
」
は
盛
大
流
行
の
形
態
、
「
気
」
は
体
に
満

ち
溢
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
気
」
を
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
道
義
」
に
合
致
し
、

天
下
に
お
い
て
懼
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
要
す
る
に
「
浩
然
の
気
」
と
は
、

外
部
か
ら
の
刺
激
で
は
な
く
、
個
々
人
の
内
発
的
な
修
養
を
契
機
と
し
た
人
格

形
成
の
こ
と
を
意
味
す

）
11
（

る
。
そ
し
て
兆
民
は
、
「
浩
然
の
気
」
に
等
し
い
「
リ

ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
を
「
我
ガ
本
有
ノ
根
基
」
と
し
て
、
第
二
目
の
「
行
為
ノ

自
由
」
（
リ
ベ
ル
テ
ー
ポ
リ
チ
ッ
ク
）
が
生
じ
る
と
説
く
。
「
リ
ベ
ル
テ
ー
ポ
リ

チ
ッ
ク
」
と
は
、
「
人
々
ノ
自
ラ
其
処
ス
ル
所
以
ノ
者
及
ビ
其
他
人
ト
与
ニ
ス

ル
所
以
ノ
者
」
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
一
身
ノ
自
由
」
「
思
想
ノ
自
由
」
「
言

論
ノ
自
由
」
「
集
会
ノ
自
由
」
な
ど
、
い
わ
ば
市
民
的
自
由
を
指

）
11
（

す
。
し
た
が
っ

て
、
市
民
社
会
の
主
体
を
担
う
倫
理
的
エ
ー
ト
ス
の
確
立
は
各
人
の
「
道
徳
」

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
個
々
の
道
徳
的
主
体
の
確
立
を
抜
き
に
し

て
「
自
由
」
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

）
11
（

。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
兆
民

に
お
い
て
は
、
「
人
間
に
は
も
と
も
と
否
定
し
が
た
い
道
徳
的
性
向
が
埋
め
込

ま
れ
て
お
り
、
問
題
は
そ
の
涵
養
と
教
化
の
成
否
で
あ
っ
た
」
と
考
え
る
の
で

あ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
「
社
会
契
約
」
が
孕
む
社
会
性
を
も
た
な
い
構
成
員
に
お

け
る
「
人
間
相
互
の
規
範
的
拘
束
と
い
う
問
題
設
定
」は
通
用
し
な

）
11
（

い
。
「
民
約
」

が
人
々
に
固
有
す
る
道
徳
性
を
発
現
す
る
契
機
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
『
社
会
契

約
論
』
の
場
合
と
異
な
り
、
道
徳
化
し
た
人
々
（
「
君
子
」
）
の
思
想
・
討
論
の

自
由
、
特
にdélibération

は
、
一
つ
の
「
理
」
を
獲
得
す
る
う
え
で
貴
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

ル
ソ
ー
は
、
人
々
に
よ
るdélibération

の
重
要
性
を
示
唆
し
つ
つ
も
、
『
社

日本儒教学会報 七
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会
契
約
論
』
で
は
曖
昧
な
概
念
と
し
て
留
保
し
て
い
た
。
結
局
、
人
々
に
対
す

る
不
信
を
拭
い
き
れ
な
か
っ
た
以
上
、
意
思
決
定
は
討
議
よ
り
も
「
立
法
者
」

に
由
来
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
。
一
方
『
訳
解
』は
、「
立
法
者
」（
「
智

慧
者
」
）
よ
り
もdélibération

を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
討
議
」
を
通

じ
た
「
一
理
」
の
獲
得
に
期
待
し
て
い
た
。
た
だ
し
「
討
議
」
へ
の
志
向
は
、「
立

法
者
」
の
否
定
と
い
う
消
極
的
な
動
機
の
み
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ

に
は
「
ミ
ル
」
の
い
う
思
想
・
討
論
の
自
由
か
ら
の
影
響
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

ミ
ル
を
は
じ
め
「
利
益
ノ
道
学
ヲ
倡
フ
ル
者
」
（utilitaires

）
に
対
し
て
厳
し

い
姿
勢
で
臨
ん
で
い
た
兆
民
が
、
人
々
の
行
動
原
理
に
功
利
（utility

）
を
前

提
と
す
る
『
自
由
論
』
を
原
著
で
読
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
そ
の
主
旨
に

賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
兆
民
は
、
儒
学
の
文
脈

に
応
じ
個
々
の
行
為
の
基
準
を
功
利
か
ら
「
道
義
」
に
置
き
換
え
た
敬
宇
に
よ

る
翻
訳
『
自
由
之
理
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
「
ミ
ル
の
思
想
」
に

共
感
し
得
た
。

　

と
は
い
え
、
ミ
ル
の
尊
重
す
る
「
諸
人
ノ
為
サ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
為
シ
、
或
ハ
諸

人
ノ
為
ス
コ
ト
ヲ
為
サ
」
な
い
生
き
方
（
『
自
由
之
理
』
）
は
、
本
来
の
人
間
性

へ
の
回
帰
と
い
う
儒
学
が
想
定
す
る
観
念
か
ら
は
程
遠
い
か
も
し
れ
な

）
1（
（

い
。
儒

学
は
、
人
が
人
で
あ
る
以
上
、
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
歩
む
べ
き
「
道
」
を
設

定
し
、
各
人
の
個
性
を
発
揮
し
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
戒
め
る
よ
う

）
11
（

に
、

本
来
な
ら
ば
ミ
ル
の
思
想
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
厳
復
も
、

自
由
な
言
論
を
抑
圧
す
る
儒
学
が
支
配
す
る
当
時
の
思
想
界
の
有
様
に
異
を
唱

え
て
い
た
。
た
だ
し
厳
復
は
、
忌
憚
の
な
い
意
見
表
明
と
そ
れ
に
伴
う
討
論
に

よ
る
学
問
の
発
展
の
意
義
を
説
い
て
い
た
朱
熹
を
評
価
し
て
い
た
よ
う
に
、
儒

学
界
に
も
『
自
由
論
』
の
内
容
に
悖
ら
な
い
思
想
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し

て
い
た
。
そ
し
て
敬
宇
の
場
合
は
、
各
人
に
固
有
す
る
根
源
的
に
同
価
値
な
「
道

義
ノ
心
」
を
涵
養
、
発
揮
し
て
「
理
」
に
到
達
す
る
た
め
に
も
、
意
見
の
多
様

性
（
あ
る
い
は
思
想
・
討
論
の
自
由
）
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
『
自
由

之
理
』
で
説
い
て
い
た
。

　

そ
し
て
儒
学
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
て
ミ
ル
を
換
骨
奪
胎
し
た
敬
宇
の
思
想

は
、
用
い
る
言
葉
は
異
な
れ
ど
も
、
兆
民
に
お
い
て
も
継
承
、
発
展
さ
れ
た
。

兆
民
は
、
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
の
修
養
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
な
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
人
々
か
ら
発
露
す
る
「
リ
ベ
ル
テ
ー
ポ
リ
チ
ッ
ク
」
、
お
よ
び
そ

れ
に
付
随
す
る
自
由
な
「
討
議
」
を
通
じ
て
「
公
」
た
る
「
理
」
が
獲
得
さ

れ
る
と
考
え
て
い

）
11
（

た
。
「
リ
ベ
ル
テ
ー
ポ
リ
チ
ッ
ク
」
の
一
つ
で
あ
る
「
言
論

ノ
自
由
」
が
「
リ
ベ
ル
テ
ー
モ
ラ
ル
」
に
基
づ
き
得
ら
れ
る
「
自
由
」
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
れ
に
由
来
し
な
い
一
人
の
「
立
法
者
」
（
「
智
慧
者
」
）
に
よ
っ
て

示
さ
れ
る
「
理
」
で
は
な
い
意
見
（volonté générale

）
に
付
和
雷
同
す
る
筋

合
い
は
、
兆
民
に
と
っ
て
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
功
利
で
は
な
く
、
「
理
」

の
た
め
に
も
、
人
々
に
よ
る
忌
憚
の
な
い
意
見
の
表
明
と
「
討
議
」
の
契
機
は

保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ル
ソ
ー
が
留
保
し
て
い
た
「
討
議
」
の

問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
に
も
、
儒
学
の
文
脈
に
応
じ
て
功
利
の
観
念
に
基
づ

か
な
か
っ
た
『
自
由
之
理
』
の
議
論
を
手
掛
か
り
に
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
兆

民
は
自
身
の
思
想
作
品
で
あ
る
『
訳
解
』
に
、
「
ミ
ル
の
思
想
」
を
躊
躇
な
く

援
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
個
々
人
の
「
道
徳
」
の
修
養
に
よ
っ

て
「
理
」
を
見
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
政
治
が
実
現
さ
れ
る
と
確
信
す
る
兆
民

の
姿
勢
は
、
敬
宇
と
同
様
、
儒
者
と
称
す
る
に
相
応
し
い
。

　
注

（
１
）　

「
民
約
論
」
と
『
訳
解
』
に
お
い
てdélibération

の
訳
語
は
一
定
し
な
い
が
、
本

稿
で
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
「
討
議
」
を
使
用
す
る
。

中江兆民と J・S・ミル―「東洋のルソー」における『自由論』(On Liberty) の思想的意義―
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（
２
）　

李
セ
ボ
ン
「
「
天
」
と
「
自
由
」
―
『
自
由
之
理
』
の
秩
序
構
想
」
（
『
「
自
由
」

を
求
め
た
儒
者
―
中
村
正
直
の
理
想
と
現
実
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
は
、

儒
者
と
し
て
の
敬
宇
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
学
の
文
脈
に
則
し
て
『
自

由
論
』
を
換
骨
奪
胎
し
た
敬
宇
の
思
想
作
品
と
し
て
、『
自
由
之
理
』
を
捉
え
直
し
た
。

敬
宇
の
思
想
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
李
セ
ボ
ン
の
研
究
に
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。

（
３
）　

拙
稿
「
儒
学
者
兆
民
序
説
―
『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る
「
義
与
利
果
不
可
得
合
邪
」

を
中
心
に
―
」
（
『
法
と
政
治
』
七
〇
巻
四
号
、
二
〇
二
〇
年
）
、
二
一
頁
。

（
４
）　

エ
デ
ィ
・
デ
ュ
フ
ル
モ
ン
「
新
カ
ン
ト
主
義
の
先
駆
者
と
し
て
の
中
江
兆
民 

―
「
理
義
」
か
ら
見
た
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
兆
民
の
自
由
論
と
孟
子
、
カ
ン

ト
、
ル
ソ
ー
と
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
イ
ン
―
」
（
『
日
本
漢
文
学
研
究
』
一
六
号
、

二
〇
二
一
年
）
、
一
五
一
頁
。

（
５
）　

小
原
薫
は
既
に
、
兆
民
に
お
け
る
ミ
ル
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い

る
（
小
原
薫
「
中
江
兆
民
と
討
論
―
一
―
」
（
『
国
学
院
法
学
』
三
二
巻
四
号
、

一
九
九
五
年
）
、
二
七
九
―
二
八
〇
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
ミ
ル
よ
り

も
む
し
ろ
敬
宇
の
訳
書
か
ら
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
６
）　

本
稿
の
論
点
に
鑑
み
れ
ば
、
『
自
由
論
』
の
み
な
ら
ず
兆
民
とC

onsiderations 
on Representative G

overnm
ent

（
『
代
議
制
統
治
論
』
）
と
の
関
係
も
重
要
で
あ
る

（
『
訳
解
』
が
出
版
さ
れ
た
当
時
、
同
書
は
永
峰
秀
樹
に
よ
っ
て
『
代
議
政
体
』
と

し
て
既
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
本
稿
の
主
眼
の
一
つ
は
、
兆
民
が
『
自
由

之
理
』
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
た
め
、『
代

議
政
体
』
と
の
関
係
は
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

（
７
）　

①
二
八
〇
。
凡
例
と
し
て
、
『
中
江
兆
民
全
集
』
（
松
本
三
之
介
・
松
沢
弘
陽
・

溝
口
雄
三
・
松
永
昌
三
・
井
田
進
也
（
編
）
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
―
一
九
八
六
年
）

か
ら
の
引
用
に
限
り
、
巻
数
頁
数
の
順
に
右
記
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
原
漢
文
か

ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
全
集
に
併
せ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
書
き
下
し
文
の
方
を

引
用
す
る
。

（
８
）　

①
七
。
傍
点
は
引
用
者
。

（
９
）　

平
岡
昇
（
編
）『
世
界
の
名
著 

ル
ソ
ー
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
、
二
五
三
頁
。

（
（1
）　

同
前
、
三
一
二
頁
。

（
（（
）　

明
治
初
期
に
「
公
会
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
パ
ル
リ
ヱ
メ
ン
ト
」
（parliam

ent

）

の
訳
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
（
惣
郷
正
明
・
飛
田
良
文
（
編
）
『
明
治
の
こ
と
ば

辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
、
一
五
三
頁
）
。
早
く
も
明
治
二
年
に
は
、
英

国
に
お
け
る
「
公
会
」
を
「
大
政
評
議
会
ニ
シ
テ
上
院
下
院
ノ
二
族
悉
ク
倫
敦
ノ

公
会
堂
ニ
会
同
シ
大
議
ヲ
興
シ
王
ト
與
ニ
政
事
ノ
得
失
是
非
ヲ
評
議
シ
法
ヲ
立
テ

律
ヲ
定
メ
テ
以
テ
国
ヲ
治
ム
ル
」
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
文
献
も
存
在
す
る

（
村
田
文
夫
『
西
洋
聞
見
録 

前
編
巻
之
下
』
、
三
丁
裏
）
。

（
（1
）　

平
岡
編
、
前
掲
書
、
三
二
二
―
三
二
三
頁
。

（
（1
）　

宮
村
治
雄
『
開
国
経
験
の
思
想
史 

兆
民
と
時
代
精
神
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
六
年
、
一
二
一
―
一
二
二
頁
。

（
（1
）　

同
前
、
一
二
二
頁
。

（
（1
）　

同
前
、
一
二
〇
頁
。

（
（1
）　

①
一
八
三
。

（
（1
）　

①
一
七
九
。

（
（1
）　

た
だ
し
そ
れ
は
、
原
著
の
内
容
に
同
意
し
て
い
た
こ
と
を
必
ず
し
も
含
意
し
な

い
。
む
し
ろ
兆
民
は
、
『
自
由
論
』
を
儒
学
の
文
脈
に
応
じ
て
訳
出
し
て
い
た
敬
宇

訳
に
触
れ
て
い
た
た
め
、
「
ミ
ル
自
由
之
理
」
に
共
感
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
兆
民
は
、
カ
ン
ト
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
書
物
を
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
本

で
読
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
『
自
由
論
』
の
仏
語
訳
を
、
何
ら
か
の
機
会
に
読
ん

で
い
た
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
原
著
は
一
八
六
〇
年
にC

harles 
B

rook D
upont-W

hite

に
よ
っ
てD

e la liberté

と
し
て
仏
語
訳
さ
れ
て
い
る
）
。
本

稿
で
は
こ
の
点
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
、
詳
細
な
検
討
は
他
日
に
期
し
た
い
。
ま

た
本
稿
で
は
、
明
治
一
五
年
前
後
の
兆
民
に
お
け
る
ミ
ル
の
思
想
的
位
置
づ
け
を

検
討
す
る
た
め
、
明
治
二
八
年
に
出
版
さ
れ
た
敬
宇
訳
に
続
く
高
橋
正
次
郎
（
訳
）

日本儒教学会報 七
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『
自
由
之
権
利 

一
名
自
由
之
理
』
に
つ
い
て
は
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。

（
（1
）　

松
沢
弘
陽
「
中
江
兆
民
の
世
界
を
た
ず
ね
て:

兆
民
研
究
の
最
近
の
動
向
」（
『
社

會
科
學
研
究
』
三
〇
巻
二
号
、
一
九
七
八
年
）
、
一
〇
六
頁
。

（
11
）　

な
お
本
来
ミ
ル
に
お
い
て
、
社
会
と
個
人
と
の
関
係
に
基
づ
き
議
論
さ
れ
て
い

た
自
由
の
問
題
が
、
民
権
論
者
に
お
い
て
は
政
府
対
人
民
の
対
抗
軸
の
う
ち
で
意

識
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
寺
尾
方
孝
「
中
江
兆
民
に
お
け
る
「
平

民
主
義
」
の
構
想
―
民
主
主
義
の
運
動
と
運
動
に
お
け
る
民
主
主
義
―
一
」
（
『
法

学
志
林
』
七
四
巻
一
号
、
一
九
七
六
年
）
の
注
11
を
参
照
。
こ
う
し
た
事
態
に
至
っ

た
の
は
、
そ
も
そ
も
敬
宇
がsociety

の
訳
語
に
「
政
府
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
た

こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
現
に
兆
民
は
、「
言
論
ノ
自
由
」
が
「
政
ヲ
為
ス
者
」

か
ら
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
。

（
1（
）　

⑭
六
六
。

（
11
）　

⑭
六
九
。

（
11
）　

⑭
九
七
。

（
11
）　

⑩
二
八
。
な
お
『
平
民
の
め
さ
ま
し
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
原
文
の
ル
ビ

を
し
ば
し
ば
省
略
す
る
。

（
11
）　

⑩
三
〇
―
三
一
。
ル
ビ
は
原
文
マ
マ
。

（
11
）　

「
一
人
の
智
慧
者
」
は
、『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
「
立
法
者
」
を
想
起
さ
せ
る
。

そ
の
た
め
、
兆
民
に
と
っ
て
「
立
法
者
」
あ
る
い
は
「
智
慧
者
」
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
意
見
（
例
え
ば
、
一
般
意
志
）
は
、
「
道
理
」
と
は
い
え
な
い
。

（
11
）　

何
鵬
挙
「
「
理
」
の
探
索
と
国
会:

中
江
兆
民
の
憲
政
論
に
お
け
る
政
道
と
政
体
」

（
『
相
関
社
会
科
学
』
二
四
巻
、
二
〇
一
五
年
）
、
三
一
頁
。

（
11
）　

個
々
の
「
私
」
か
ら
離
れ
て
全
体
的
立
場
か
ら
各
自
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
、

あ
る
種
の
公
論
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
る
兆
民
の
思
惟
は
、
ま
さ
し
く
儒
学
的
公

論
形
成
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
「
儒
教
的
民
主
政
へ
と
展
開
す
る
母
体

と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
」
と
評
さ
れ
る
横
井
小
楠
の
「
学
政
一
致
」
や
、

明
末
清
初
の
儒
者
・
黄
宗
羲
の
『
明
夷
待
訪
録
』
（
学
校
篇
）
を
想
起
さ
せ
る
。
特

に
黄
宗
羲
の
議
論
は
、
「
単
な
る
人
材
育
成
の
た
め
の
教
育
機
関
で
は
な
く
し
て
、

在
野
の
地
方
士
人
を
も
含
ん
だ
士
大
夫
層
の
輿
論
や
公
論
決
定
機
関
」
で
あ
り
、

君
主
も
そ
れ
を
考
慮
し
て
政
策
の
是
非
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
、
「
議
会

政
治
の
先
蹤
」
と
も
評
さ
れ
る
。
小
楠
の
「
学
政
一
致
」
に
つ
い
て
は
源
了
圓
「
横

井
小
楠
に
お
け
る
学
問
・
教
育
・
政
治
―
「
講
学
」
と
公
議
・
公
論
思
想
の
形
成

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
『
横
井
小
楠
研
究
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

ま
た
黄
宗
羲
の
「
学
校
」
に
つ
い
て
は
、
伊
東
貴
之
「
経
世
学
の
展
開
と
考
証
学

の
隆
盛
―
明
末
清
初
期
か
ら
清
代
の
学
術
と
思
想
」
（
『
ア
ジ
ア
人
物
史
第
七
巻 

近

世
の
帝
国
の
繁
栄
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
集
英
社
、
二
〇
二
二
年
）
、
六
一
二
頁
を
参
照
。

（
11
）　

「
政
党
論
」
（
⑪
一
八
二
）
。

（
11
）　

前
田
勉
『
江
戸
の
読
書
会 

会
読
の
思
想
史
』
平
凡
社
、
二
〇
一
八
年
、
三
五
三

頁
。

（
1（
）　

昌
平
坂
学
問
所
で
は
新
年
に
あ
た
り
、
朱
熹
の
教
育
理
念
が
示
さ
れ
た
「
白
鹿

洞
書
院
掲
示
」
の
講
釈
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
を
恒
例
に
し
て
い
た
（
草
野
友
子
「
白

鹿
洞
書
院
掲
示
：
朱
子
学
の
教
育
理
念
」
（
湯
浅
邦
弘
（
編
）
『
よ
く
わ
か
る
中
国

思
想
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
二
年
）
、
九
一
頁
）
。

（
11
）　

「
固
人
情
周
盡
、
但
須
分
別
是
非
、
不
要
一
面
随
順
、
失
了
自
家
。
【
中
略
】
是

非
只
是
非
、
如
何
是
非
之
外
、
更
有
一
箇
公
論
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
第
一
一
七 

朱

子
十
）
。

（
11
）　

朱
熹
は
『
大
学
』
（
伝
第
三
章
）
の
「
如
切
如
磋
者
、
道
学
也
」
に
対
し
て
「
学
、

謂
講
習
討
論
之
事
」
、
す
な
わ
ち
「
学
」
を
研
究
会
的
な
学
問
の
方
法
で
あ
る
と
解

説
す
る
（
島
田
虔
次
『
大
学
・
中
庸
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、
七
〇
頁
）
。

（
11
）　

Wm
・
Ｔ
・
ド
バ
リ
ー
（
著
）
山
口
久
和
（
訳
）『
朱
子
学
と
自
由
の
伝
統
』
平
凡
社
、

一
九
八
七
年
、
一
二
五
―
一
二
六
頁
。

（
11
）　

「
此
訳
成
於
庚
子
前
、
既
脱
稿
而
未
刪
潤
、
嗣
而
乱
作
、
與
群
籍
倶
散
失
矣
。
適

為
西
人
所
得
、
至
癸
卯
春
、
郵
以
見
還
、
乃
略
加
改
削
、
以
之
出
版
行
世
」
（
厳
復
「
群

己
権
界
論
」
『
厳
復
全
集 

巻
三
』
福
建
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
二
五
六
頁
）
。

中江兆民と J・S・ミル―「東洋のルソー」における『自由論』(On Liberty) の思想的意義―
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（
11
）　

「
西
国
言
論
、
最
難
自
繇
者
、
莫
若
宗
教
、
故
穆
勒
持
論
、
多
取
宗
為
喩
。
中
国

事
与
相
方
者
、
乃
在
綱
常
名
教
。
事
関
綱
常
名
教
、
其
言
論
不
容
自
繇
、
殆
過
西

国
之
宗
教
。
観
明
季
李
贄
、
【
中
略
】
可
以
見
矣
」
（
同
前
、
二
五
六
頁
）
。

（
11
）　

「
今
夫
一
国
最
隆
之
名
教
、
乃
有
人
焉
敢
以
私
説
與
為
異
同
、
如
是
者
謂
之
異
端
、

甚
或
斥
為
邪
説
」
（
同
前
、
二
八
三
頁
）
。

（
11
）　

「
至
朱
晦
翁
謂
雖
孔
子
所
言
、
亦
須
明
白
討
箇
是
非
、
則
尤
為
卓
犖
俊
偉
之
言
。

誰
謂
吾
学
界
中
無
言
論
自
繇
乎
」
（
同
前
、
二
五
六
頁
）
。

（
11
）　

「
蓋
民
智
之
最
患
者
、
厳
立
一
義
而
以
為
無
可
疑
、
由
無
可
疑
而
得
不
可
議
、
由

不
可
議
而
得
不
足
思
。
吾
聞
一
並
世
哲
家
言
曰
「
名
教
大
義
酣
寝
久
矣
」
。
至
哉

斯
言
」
（
同
前
、
二
九
一
頁
）
。
な
お
原
文
は
、The fatal tendency of m

ankind to 
leave off thinking about a thing w

hen it is no longer doubtful, is the cause of 
half their errors. A

 contem
porary author has w

ell spoken of the deep slum
ber 

of a decided opinion.

（
11
）　

「
名
教
大
義
所
由
陳
腐
而
無
益
於
人
心
、
亦
以
言
論
不
自
繇
之
故
」
（
同
前
）
。

（
1（
）　

高
柳
信
夫
「
中
村
正
直
と
厳
復
に
お
け
る
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
由
論
』
翻
訳
の
意
味
」

（
狭
間
直
樹
・
石
川
禎
浩
（
編
）
『
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳
概
念
の
展
開:

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
』
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
）
、
七
四
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
群
己
権
界
論
」
、
二
五
五
頁
。

（
11
）　

Ｂ
・
Ｉ
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
（
著
）
平
野
健
一
郎
（
訳
）
『
中
国
近
代
化
と
知
識
人

―
厳
復
と
西
洋
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
一
三
九
頁
。

（
11
）　

厳
復
「
原
富
」『
厳
復
全
集 

巻
二
』
福
建
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
二
八
五

頁
。

（
11
）　

石
田
雄
「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
由
論
』
と
中
村
敬
于
お
よ
び
厳
復
」
（
『
日
本
近

代
思
想
史
に
お
け
る
法
と
政
治
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
、
一
七
頁
。

（
11
）　

高
増
傑
「
福
沢
諭
吉
と
厳
復
―
そ
の
国
民
観
の
比
較
に
つ
い
て
―
」
（
源
了
圓
・

厳
紹
璗
（
編
）
『
日
中
文
化
交
流
叢
書 

三 

思
想
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
五
年
）
、

四
五
四
―
四
五
七
頁
。

（
11
）　

中
村
正
直
「
人
民
ノ
性
質
ヲ
改
造
ス
ル
説
」（
大
久
保
利
謙
（
監
修
）『
明
六
雑
誌
』

第
三
〇
号
、
一
九
七
六
年
）
、
八
丁
。

（
11
）　

こ
の
一
節
は
、
「
大
学
の
道
は
、
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
に
在
り
、
民
を
新
に
す

る
に
在
り
、
至
善
に
止
ま
る
に
在
り
」（
『
大
学
』
）
に
対
す
る
朱
熹
の
注
で
あ
る
（
島

田
、
前
掲
書
、
二
四
頁
、
二
九
頁
）
。

（
11
）　

李
、
前
掲
書
、
一
三
四
頁
。

（
11
）　

同
前
。

（
1（
）　

た
だ
し
敬
宇
は
、
山
田
俊
蔵
『
民
選
議
院
論
綱
』
（
明
治
八
年
）
に
寄
せ
た
序
文

で
「
民
選
議
院
を
開
設
す
る
こ
と
が
時
期
尚
早
で
あ
り
弊
害
が
あ
る
と
い
う
け
れ

ど
も
、
凡
そ
の
物
事
に
害
を
齎
さ
な
い
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
、
少
し
で
も
そ
の

害
を
取
り
除
き
、
利
を
多
く
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
利
益
を

齎
す
兆
し
が
認
め
ら
れ
る
民
選
議
院
も
一
度
設
立
し
、
も
し
害
が
生
じ
れ
ば
こ
れ

を
改
め
れ
ば
よ
い
」
（
原
漢
文
）
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
「
民
選
議
院
」
の
開
設

に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
中
村
敬
宇
『
敬
宇
文
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
八

年
一
三
六
―
一
三
七
頁
）
。

（
11
）　

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（
著
）
関
口
正
司
（
訳
）
『
自
由
論
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
、

二
七
頁
。

（
11
）　

小
泉
仰
『
ミ
ル
の
世
界
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
。

（
11
）　

李
、
前
掲
書
、
一
七
八
―
一
七
九
頁
。
李
セ
ボ
ン
の
調
査
に
よ
れ
ば
、I regard 

utility as the ultim
ate appeal on all ethical questions; but it m

ust be utility in the 
largest sense, grounded on the perm

anent interests of a m
an as a progressive 

being.

を
、
敬
宇
は
訳
出
し
て
い
な
い
。

（
11
）　

同
前
、
一
八
〇
頁
。society

に
対
す
る
訳
語
「
政
府
」
は
、
し
ば
し
ば
議
論
の

対
象
と
さ
れ
る
が
、
い
ま
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。
ち
な
み
に
厳
復
は
原

著
の
内
容
を
、
「
群
」
（society

）
と
「
己
」
（individual

）
と
の
「
権
界
」
の
問
題

に
還
元
し
、
そ
の
訳
書
に
『
群
己
権
界
論
』
と
題
し
て
い
た
よ
う
に
、
ミ
ル
の
思

日本儒教学会報 七
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想
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（
11
）　

⑪
二
五
。
な
お
「
論
公
利
私
利
」
の
議
論
が
、
後
の
『
訳
解
』
で
継
承
、
展
開

さ
れ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
二
九
頁
を
参
照
。

（
11
）　

⑥
三
六
七
。
底
本
の
原
著
第
二
版
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。Stuart M

ill, 
ne prétendant point fonder une obligation m

orale, y substitue une sorte de 
contrainte intellectuelle. Pour la produire, il sʼadresse à lʼassociation des 
idées: on associera, dit-il, dans lʼesprit des enfants lʼutilité particulière et 
lʼutilité générale, et cela, par un lien tellem

ent fort quʼils ne concevront pas 
m

êm
e la pensée de les séparere.(A

lfred Jules Ém
ile Fouillée H

istoire de la 
Philosophie(D

EU
XIÈM

E ÈD
ITIO

N
) Paris, Librairie C

h. D
elagrave, 1879, 

p480). 

（
11
）　

⑥
三
六
七
―
三
六
八
。Évidente utopie qui ne tiendrait pas devant les faits de 

chaque jour, où éclate si souvent lʼantagonism
e des intérêts. A

ussi les utilitaires 
sʼefforcent-ils, pour supprim

er cette opposition gênante entre les faits et les 
idées, de trouver une organization sociale où les intérêts soient réellem

ent 
confondus. Stuart M

ill cherche cette organization.(ibid.,p480).

（
11
）　

こ
れ
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
「
人
間
の
心

の
底
に
は
正
義
と
美
徳
の
生
得
的
な
原
理
が
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
格
率

が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
自
分
の
行
動
と

他
人
の
行
動
を
、
よ
い
こ
と
、
あ
る
い
は
悪
い
こ
と
と
判
断
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
原
理
」
に
名
付
け
ら
れ
た
「
良
心
」
がliberté m

orale

に
あ
た
る
。
ル
ソ
ー
（
著
）

今
野
一
雄
（
訳
）
『
エ
ミ
ー
ル 

中
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
年
、
一
六
九
頁
。

（
11
）　

大
谷
恵
教
「
道
徳
的
自
由
と
市
民
的
自
由
と
の
関
係
―
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
を
中
心
と

し
て
（
自
由
論
補
遺
四
―
自
由
論
一
六
）
」
（
『
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
』
三
一
号
、

一
九
八
五
年
）
、
四
七
頁
。

（
1（
）　

宮
村
治
雄
『
理
学
者
兆
民 

あ
る
開
国
経
験
の
思
想
史
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
八
年
、
二
四
頁
。

（
11
）　

①
一
六
六
―
一
六
七
。

（
11
）　

⑭
二
。

（
11
）　

「
自
ラ
反
シ
テ
縮
キ
」
と
「
天
地
ニ
俯
仰
シ
テ
愧
怍
ス
ル
無
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
自

反
而
不
縮
」
（
公
孫
丑
上
）
と
「
仰
不
愧
於
天
、
俯
不
怍
於
人
」
（
尽
心
上
）
を
出

典
と
す
る
。

（
11
）　

宮
城
公
子
『
幕
末
期
の
思
想
と
習
俗
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
六
頁
。

（
11
）　

宇
野
精
一
（
訳
注
）
『
孟
子
』
講
談
社
現
代
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
九
〇
頁
。

（
11
）　

「
浩
然
、
盛
大
流
行
之
貌
。
気
、
即
所
謂
体
之
充
者
。
【
中
略
】
養
気
、
則
有
以

配
夫
道
義
、
而
於
天
下
之
事
無
所
懼
」
（
朱
熹
『
孟
子
集
注
』
）
。

（
11
）　

⑭
二
。
そ
の
他
に
「
出
版
ノ
自
由
」
「
結
社
ノ
自
由
」
「
民
事
ノ
自
由
」
「
従
政
ノ

自
由
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

米
原
謙
「
中
江
兆
民
と
明
治
啓
蒙
思
想
」（
『
下
関
市
立
大
学
論
集
』
二
五
巻
一
号
、

一
九
八
一
年
）
、
一
二
九
頁
。

（
11
）　

松
田
宏
一
郎
「
中
江
兆
民
に
お
け
る
「
約
」
と
「
法
」
」
（
『
擬
制
の
論
理 

自
由

の
不
安
―
近
代
日
本
政
治
思
想
論
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
、

二
九
〇
頁
。

（
1（
）　

李
、
前
掲
書
、
一
八
五
頁
。

（
11
）　

渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
―
十
七
～
十
九
世
紀
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
、
一
六
頁
。

（
11
）　

前
掲
注
11
で
示
唆
し
た
よ
う
に
、
横
井
小
楠
も
敬
宇
や
兆
民
に
先
駆
け
て
、
「
政

治
的
公
共
性
」
の
た
め
に
「
議
論
」
を
志
向
し
た
儒
者
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
小
楠

の
場
合
、
「
一
つ
の
正
し
さ
」
を
得
る
機
会
と
し
て
「
議
論
」
を
捉
え
て
い
た
と
は

い
え
、
そ
れ
は
「
正
し
く
な
い
意
見
」
＝
「
俗
論
」
に
対
す
る
「
譲
歩
や
妥
協
の

可
能
性
を
一
切
想
定
し
て
い
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
小
楠
の
「
議
論
」
は
、

他
者
の
異
説
を
認
め
た
う
え
で
成
り
立
つ
討
論
を
想
定
し
て
い
た
敬
宇
や
兆
民
の

立
場
と
異
な
る
。
小
楠
に
お
け
る
「
議
論
」
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
伊
故
海
貴
則

『
明
治
維
新
と
〈
公
議
〉
―
議
会
・
多
数
決
・
一
致
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
、

中江兆民と J・S・ミル―「東洋のルソー」における『自由論』(On Liberty) の思想的意義―
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四
七
頁
を
参
照
。
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